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○
内
閣
府
告
示
第
三
十
七
号 

 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
内
閣
府
告

示
第
五
十
三
号
を
も
っ
て
公
示
し
た
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
付
け
で
認
定
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣
総
理
大
臣 

野
田 

佳
彦 

一 

構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
の
作
成
主
体
の
名
称 

福
島
市
及
び
福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村 

二 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
名
称 

大
い
な
る
田
舎
・
ま
で
い
ラ
イ
フ
い
い
た
て
推
進
特
区 

三 

構
造
改
革
特
別
区
域
の
範
囲 

福
島
県
相
馬
郡
飯
舘
村
の
全
域
及
び
福
島
市
の
区
域
の
一
部
（
旧
飯
野
町
大
字
大
久
保
字

境
川
三
八
、
梗
ノ
木
作
五
六
及
び
梗
ノ
木
作
六
六
）
（
詳
細
は
内
閣
府
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。
） 

四 

変
更
後
に
お
い
て
実
施
し
又
は
そ
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
事
業
の
名
称
（
番
号
に
つ
い
て
は
、
構
造
改

革
特
別
区
域
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
構
造
改
革
特
別
区
域
基
本
方
針
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
） 

特
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定
農
業
者
に
よ
る
特
定
酒
類
の
製
造
事
業
（
七
〇
七
（
七
〇
八
）
） 


